
 

 
都市整備局・住宅政策本部業務体験発表会 

（令和７年度） 

概 要 書 
 

発表テーマ 都営住宅敷地の活用に向けた用地の整理について 

 
発表の概要 

当本部では、都営住宅の建替えにより創出される用地を活用し、地域の

まちづくりに資する事業を行っている。当本部で活用見込みのない用地

については、道路・公園用地や調節池、福祉インフラなどの福祉施設・

学校など地域のまちづくりをはじめとした、他局での事業用地として活

用している。 

 

今回の発表では、そうした活用に向けて当課で行っている業務の内容に

ついての説明を行う。 

 

１ 他局からの活用の意向を受け、財務局に財産処理の方針を確認する。 

２ 所管部署等への確認を行い、用地の整理に必要な項目の洗い出しを

行う。 

３ 財務局と用地の整理に必要な項目を共有し、相手方の部署と合意し

て、必要な処理を確定させる。 

（必要な処理の例） 

・測量：必要資料等を揃え、依頼を行う。 

・埋蔵文化財の確認：市区町の HP等で確認する。 

・土壌汚染の有無の確認：地歴調査や、過去の住宅地図等で確認する。 

・地下埋設物の確認：工事引継資料等で確認する。必要に応じ、レーダ

ー探査や試掘調査の委託を行う。 

４ 所管替えの場合は、引継ぎ財産報告書等を作成し、所管替えを行う。 

  使用承認の場合は、所管課に使用承認申請を提出する。 

 

 



  

  
  

 



    

  
   

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

    

 
    

 
 

 
      

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

  



  
 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 



  

 
 

  
 

 
 

 
  

  
  

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

  

 

 

  


